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令和８年度建設工事入札参加資格審査申請要領

香川県に建設工事の追加の入札参加資格申請をしようとする者は、経営事項審査を受審の上、この要領に

従い申請してください。

審 査 基 準 日

県内業者・・・建設業法に規定する主たる営業所が香川県内にある建設業許可業者（香川県知事許可・大臣許可）のこと。

          令和６年10月１日〜令和７年９月30日の間の審査基準日を対象とした経営事項審査を受審している必要があります。

  県外業者・・・建設業法に規定する主たる営業所が香川県外にある建設業許可業者（その他知事許可・大臣許可）のこと。

          令和６年９月１日〜令和７年８月31日の間の審査基準日を対象とした経営事項審査を受審している必要があります。

平 均 完 成 工 事 高 要 件

次の表に掲げる建設工事の種類の資格審査申請を行うときは、経営事項審査における当該建設工事の平均完成工事高が同表に掲

げる金額に達していない場合、その工事の種類の申請をすることができません。

建設工事の種類 平均完成工事高

土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事、舗装工事 500万円以上

とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、塗装工事、機械器

具設置工事、電気通信工事、造園工事、建具工事、解体工事

０円超                

（１円以上）

社会保険等の加入状況

適用除外の場合を除き、健康保険、厚生年金及び雇用保険に未加入の事業者は、資格申請を行うことができません。経営事項審査

結果通知書の「その他の審査項目（社会性等）」の欄により確認します。

有 効 期 間

入札参加資格の有効期間は１年間（令和８年４月１日〜令和９年３月３１日）です。

香川県

追加受付

対 象 事 業 者

  ① 令和７年度建設工事入札参加資格者名簿に登載されていない事業者

② 同名簿に登載されているが、新たな工事業種（又は営業所）を追加しようとする事業者

③ 同名簿に舗装で登載されている県外業者で、経営事項審査基準日時点の香川県内の営業所における舗装施工管理技術者数に

よる技術評価点の加点を希望する事業者

結 果 の 公 表 に つ い て

資格審査の結果は、令和８年４月１日（水）に香川県建設業許可関連ホームページに掲載します。個別に通知はしませんので、

ホームページで御確認ください。

【香川県建設業許可関連ホームページＵＲＬ】

https://www.pref.kagawa.lg.jp/dobokukanri/kensetsu/

提 出 方 法

県内業者・・・持参

県外業者・・・郵送 申請期間内に簡易書留等により郵送してください。県内業者の受付期間とは異なりますので注意してください。
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申 請 受 付 期 間

申請受付期間は次のとおりです。申請受付期間以外は受付できませんので御注意ください。

受付区分 審査日時（土日祝除く） 審査場所

持参

令和８年１月26日（月）〜１月30日（金）

午前９時30分〜午前11時30分

午後１時30分〜午後３時30分

県庁本館14階土木監理課内

（香川県高松市番町四丁目１番10号）

ＴＥＬ：087－832－3507

※審査場所は土木事務所ではありません。

【予約必要】

予約は令和８年１月から受け付けます。

郵送

令和８年１月５日（月）〜１月23日（金）（消印有効）

※簡易書留、一般書留、又は特定信書便事業者が行う配達記

録付きのサービスで送付してください（レターパック可）。

※封筒表面には「建設工事入札参加資格審査申請書在中」と

記載してください。

【宛先】

〒760－8570

香川県高松市番町四丁目１番10号

香川県土木部土木監理課

契約・建設業グループ

予約先：土木監理課 契約・建設業グループ 【ＴＥＬ】 ０８７－８３２－３５０７

申 請 受 付 に つ い て

資格審査は、次の受付区分により行います。電子申請は利用できませんので、必ず書面で申請してください。

補正を求められた場合は、令和８年１月30日（金）午後５時までに補正を完了してください。

令和８年1月中に経営事項審査を受審する事業者についても、経営事項審査と同時の申請は受け付けておりませんので、必ず

下記の申請受付期間で申請してください。

番号 区分 受付区分 申請方法 備考

① 新
規

令和７年度建設工事入札

参加資格者名簿に登載さ

れていない事業者 

県内業者
持参

（対面審査）

必ず事前に電話で予約した上で、お越しくださ

い。予約がない場合は受付できません。

予約は令和８年１月から受け付けます。

県外業者 郵送

② 追
加

令和７年度建設工事入札

参加資格者名簿に登載さ

れているが、新たな工事業

種（又は営業所）を追加しよ

うとする事業者  

県内業者
持参

（対面審査）

必ず事前に電話で予約した上で、お越しくださ

い。予約がない場合は受付できません。

予約は令和８年１月から受け付けます。

県外業者 郵送

③

技
術
評
価
点
加
点

令和７年度建設工事入札参加資格者名簿に

舗装で登載されている県外業者で、経営事項

審査基準日時点の香川県内の営業所におけ

る舗装施工管理技術者数による技術評価点

の加点を希望する事業者 

郵送

※令和７年度の格付において加点されている方も、

令和８年度の再格付において引き続き加点を希望

される方は、再度申請する必要があります。

★令和８年１月30日（金）午後５時までに補正が完了しない場合は受付できませんので、十分御注意ください。

※郵送の場合も補正の期限は同様ですので、早めに申請（郵送）するようにしてください。
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提出区分は次のとおりです。提出区分によって必要な提出書類が異なりますので、どの区分となるのかを確認してください。

手続フロー 提出区分について

委 任 営 業 所 に つ い て

・本社を含めて最大２つの営業所を設定することができます。

（例１）本社からは申請せず、委任する営業所を２つ申請する場合

  例えば、高松支店から土木一式を申請し、大阪支店から建築一式を申請する場合です。この場合、上記の提出区分は、

  「Ｈ」の県内営業所へ委任する業者となります。

（例２）本社と委任する営業所を１つ申請する場合

  例えば、東京本社から土木一式を申請し、大阪支店から建築一式を申請する場合です。この場合、上記の提出区分は、

  「Ｉ」の県外営業所へ委任する業者となります。

※本社から申請する場合は、委任する営業所を１つまでしか申請できませんので御注意ください。

・県外知事業者は、委任する営業所を設定できません。必ず主たる営業所から申請してください。

県
内
業
者

知
事

大
臣

県
外
業
者

法人

個人

法人

個人

知
事

大
臣

法人

個人

法人

個人

本社のみ

県内営業

所へ委任

県外営業

所へ委任

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

県 内 業 者

・委任する営業所を設定できません。必ず主たる営業所から申請してください。

県 外 業 者
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ

県

内

・

知

事

・

法

人

県

内

・

知

事

・

個

人

県

内

・

大

臣

・

法

人

県

内

・

大

臣

・

個

人
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外

・
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事

・

法

人
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外

・
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事

・

個

人

県

外

・

大

臣

・

法

人

・

本

社

の

み

県

外

・

大

臣

・

法

人

・

県

内

委

任

県

外

・

大

臣

・

法

人

・

県

外

委

任

県

外

・

大

臣

・

個

人

① チェックリスト ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

② 建設工事入札参加資格審査申請書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

③ 申請営業所調書 ○ ○

④ 申請業種等調書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑤ 建設業許可を受けていることを証明する書類 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑥ 受任営業所に関する書類 ○ ○

⑦ 納税証明書（国税） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑧ 納税証明書（県税） ○ ○ ○ ○ ○

⑨ 個人住民税の滞納がない旨の証明書 ○ ○

⑩ 経審結果通知書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑪ 営業所写真 ○ ○ ○

⑫ 技術評価点数項目等調書（県外業者用） ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑬ 舗装施工管理技術者確認書類 ● ● ● ● ● ●

⑭ 返送用封筒 ○ ○ ○ ○ ○ ○

提出区分

提出書類・確認書類項番

提出書類は次のとおりです。３ページの提出区分に従って、次の表のとおりの提出書類及び確認書類が必要となります。

   ○・・・提出書類です。

   ●・・・確認書類です。該当がある場合に提示してください。確認後、返却します。

提出書類について（①新規）

提 出 方 法 に つ い て

提出に当たっては、次の事項に注意してください。

提出部数 １部

綴り方

・提出書類①〜⑭については、番号順にクリップ止めをして提出してください。

・コピーで提出できる書類は必ずＡ４判に統一してください。

・原本提出の書類がＡ４判より小さい場合はＡ４判の台紙に貼付、大きい場合は折り込んでください。

注意事項

・書類提出時には、チェックリストにより提出書類等に不足がないか必ず確認してください。

・郵送の場合、審査済印を押印した①チェックリストのコピー及び確認書類を返送するため、110円（定

形外の場合140円）切手を貼った⑭返送用封筒を同封してください。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ
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① チェックリスト ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

② 建設工事入札参加資格審査申請書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

③ 申請営業所調書 ○ ○

④ 申請業種等調書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑤ 建設業許可を受けていることを証明する書類 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑥ 受任営業所に関する書類 ○ ○

⑦ 納税証明書（国税）

⑧ 納税証明書（県税） △

⑨ 個人住民税の滞納がない旨の証明書

⑩ 経審結果通知書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑪ 営業所写真 △

⑫ 技術評価点数項目等調書（県外業者用） ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑬ 舗装施工管理技術者確認書類 ● ● ● ● ● ●

⑭ 返送用封筒 ○ ○ ○ ○ ○ ○

※⑧⑪は香川県内に営業所を追加する場合に必要です。

提出区分

提出書類・確認書類項番

提出書類は次のとおりです。３ページの提出区分に従って、次の表のとおりの提出書類及び確認書類が必要となります。

   ○・・・提出書類です。

   △・・・該当する事業者のみが提出する書類です。

   ●・・・確認書類です。該当がある場合に提示してください。確認後、返却します。

提出書類について（②追加）

提 出 方 法 に つ い て

提出に当たっては、次の事項に注意してください。

提出部数 １部

綴り方

・提出書類①〜⑭については、番号順にクリップ止めをして提出してください。

・コピーで提出できる書類は必ずＡ４判に統一してください。

・原本提出の書類がＡ４判より小さい場合はＡ４判の台紙に貼付、大きい場合は折り込んでください。

注意事項

・書類提出時には、チェックリストにより提出書類等に不足がないか必ず確認してください。

・郵送の場合、審査済印を押印した①チェックリストのコピー及び確認書類を返送するため、110円（定

形外の場合140円）切手を貼った⑭返送用封筒を同封してください。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ
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① チェックリスト ○ ○ ○ ○ ○ ○

② 建設工事入札参加資格審査申請書 ○ ○ ○ ○ ○ ○

③ 申請営業所調書 ○ ○

④ 申請業種等調書

⑤ 建設業許可を受けていることを証明する書類

⑥ 受任営業所に関する書類

⑦ 納税証明書（国税）

⑧ 納税証明書（県税）

⑨ 個人住民税の滞納がない旨の証明書

⑩ 経審結果通知書

⑪ 営業所写真

⑫ 技術評価点数項目等調書（県外業者用） ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑬ 舗装施工管理技術者確認書類 ● ● ● ● ● ●

⑭ 返送用封筒 ○ ○ ○ ○ ○ ○

提出区分

提出書類・確認書類項番

提出書類は次のとおりです。３ページの提出区分に従って、次の表のとおりの提出書類及び確認書類が必要となります。

   ○・・・提出書類です。

   ●・・・確認書類です。該当がある場合に提示してください。確認後、返却します。

提出書類について（③技術評価点加点）

提 出 書 類 に つ い て

提出に当たっては、次の事項に注意してください。

提出部数 １部

綴り方

・提出書類①〜⑭については、番号順にクリップ止めをして提出してください。

・コピーで提出できる書類は必ずＡ４判に統一してください。

・原本提出の書類がＡ４判より小さい場合はＡ４判の台紙に貼付、大きい場合は折り込んでください。

注意事項

・書類提出時には、チェックリストにより提出書類等に不足がないか必ず確認してください。

・郵送の場合、審査済印を押印した①チェックリストのコピー及び確認書類を返送するため、110円（定

形外の場合140円）切手を貼った⑭返送用封筒を同封してください。
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項番 提出書類・確認書類 書類の説明・注意事項等

① チェックリスト

【記載例１１ページ参照】

・資格申請に必要な書類を表示しています。

・手続フローを御確認の上、必要な提出書類を確認してください。

・書類提出の前には必ずチェックリストを確認し、不足書類がないようにしてください。

・書類に不備がある場合は、受付ができない場合がありますので御注意ください。

②
建設工事入札参加資格審査申

請書

【記載例１２ページ参照】

様式をホームページからダウンロードして作成してください。

③ 申請営業所調書
【記載例１３ページ参照】

様式をホームページからダウンロードして作成してください。

④ 申請業種等調書
【記載例１４ページ参照】

様式をホームページからダウンロードして作成してください。

⑤

建設業許可を受けていることを

証明する書類

（コピー可）

・以下の①～③のうち、いずれか１つを持参（郵送）してください。

①国土交通省が運用する「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」の必要ページを印刷

したもの（印字された日付が令和７年10月１日以降であること。）

②建設業許可証明書（令和７年10月１日以降に発行されたものであること。）

③建設業許可通知書（令和７年10月１日以降に発行されたものであること。）

・①～③の記載事項（代表者、所在地等）に変更がある場合は許可行政庁の受付印のある変更

届出書（様式二十二号の二）で確認しますので、持参（郵送）してください。

⑥
受任営業所に関する書類

（コピー可）

・受任営業所を設定する場合に、建設業法上の従たる営業所として建設業を営む営業所であるこ

とを確認します。

・以下の①～②のうち、いずれか１つを持参（郵送）してください。

①国土交通省が運用する「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」の「営業所の一覧」の

必要ページを印刷したもの

②建設業許可申請書 別紙二（２）

・申請日の直近のもので確認します。

・直近で業種追加した場合は、建設業許可申請書 別紙二(１)も添付してください。

⑦
納税証明書（国税）

（コピー可）

・令和７年10月１日以降に発行されたもの。

・免税業者も発行されます。

○法人の場合（様式その３の３）

・「法人税」及び「消費税及び地方消費税」に未納の税額がない旨の証明書が必要です。

・様式その３の３以外は受付できませんので御注意ください。

○個人の場合（様式その３の２）

・「所得税」及び「消費税及び地方消費税」に未納の税額がない旨の証明書が必要です。

・様式その３の２以外は受付できませんので御注意ください。

※ 国税の納税証明書は、電子納税証明書（ＰＤＦ）を書面印刷した証明書でも添付書類として利

用できます（xml形式の印刷は不可）。

⑧
納税証明書（香川県税）

（コピー可）

・令和７年１０月１日以降に発行されたものであること。

・香川県内に申請する営業所がある場合に必要です。

・全ての税目で未納の税額がない旨の証明書が必要です。

・建設業許可申請や決算変更届に添付する証明書とは異なります。

・発行請求には、受領者の本人確認が必要なほか、交付手数料として、１通につき400円分の県

証紙が必要です。

様式に注意！！
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項番 提出書類・確認書類 書類の説明・注意事項等

⑨

個人住民税の滞納がない旨の

証明書

（コピー可）

・令和７年10月１日以降に発行されたものであること。

・県内業者の個人事業主のみ必要です。

・令和７年１月１日現在の申請者の住民登録地の県内市町において証明を受けたものが必要で

す。

・請求方法は各市町村に御確認ください。

⑩
経営規模等評価結果通知書・

総合評定値通知書（コピー）

○県内業者

・審査基準日が令和６年10月１日〜令和７年９月30日のもの。

○県外業者

・審査基準日が令和６年９月１日〜令和７年８月31日のもの。

・左記の結果通知書を未受領の場合は、審査済（受付）印のある経営規模等評価申請書・総合

評定値請求書、工事種類別完成工事高（別紙一）及びその他審査項目（社会性等）（別紙三）の

コピーを提出してください。この場合、令和８年２月末日までに結果通知書を提出する必要がありま

す(香川県知事許可業者は提出不要)。期限までに提出できない場合、事前に御連絡ください。

⑪ 営業所写真

・営業所の写真を提出する必要があるものは、新規の県内大臣許可業者及び県外業者のうち香

川県内に受任営業所を追加する場合です。

・専用の台紙に写真（令和７年10月１日以降のもの）を添付して提出してください。

・台紙はホームページからダウンロードしてください。

⑫
技術評価点数項目等調書

（県外業者用）

【記載例15ページ参照】

・業種名「舗装」を希望し、香川県内の営業所で舗装施工管理技術者資格を有する者を常勤雇

用している場合に提出が必要です。

⑬ 舗装施工管理技術者資格者証

・県外業者で、香川県内の営業所で建設業に従事する職員のうち、審査基準日時点で有資格者

がいる場合に提示してください（審査後に返却します。）（土木施工管理技士とは別の資格で

す。）。

【確認書類】

  ① （一社）日本道路建設業協会が発行する舗装施工技術者資格者証

      ※ 審査基準日時点で有効であることが必要です。

  ② 常勤を確認する書類（標準報酬月額決定通知書等）

・既に名簿に登載されていても、令和８年度の再格付けにおいて引き続き加点を希望する場合

は、本申請要領に基づき、再度申請する必要があります。

⑭ 返送用封筒

・郵送の場合、受付（審査済）印を押印した①チェックリスト（コピー）、⑫技術評価点数項目等調

書（コピー）、提示書類（⑬）を返送するため、返信用封筒を同封してください。

・令和８年２月10日（火）を過ぎても返信のない場合、香川県土木部土木監理課契約・建設業グ

ループ（０８７－８３２－３５０７）まで御連絡ください。
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国 税 の 納 税 証 明 に つ い て

国税の納税証明については、次のホームページから確認してください。

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/01.htm

納税証明書のオンライン交付請求について（※電子納税証明書はPDF形式で印刷されたもののみ可とします（xml形式は

不可）ので御注意ください。）

https://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/shomei2.htm

（書面の納税証明書を受け取る場合について）

https://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/shomei1.htm

（電子納税証明書（電子ファイル）について）

県 庁 舎 配 置 図

香川県税の納税証明について

香川県税の納税証明については、次のホームページから確認してください。

（県税のページ）

https://www.pref.kagawa.lg.jp/zeimu/zeikin/

（県税のページ Ｑ＆Ａ納税証明書について）

https://www.pref.kagawa.lg.jp/zeimu/zeikin/q_and_a/qa013.htm#05

〒７６０－８５７０ 香川県高松市番町四丁目１番10号

【代表電話】０８７－８３１ー１１１１

【開庁時間】８時３０分～１７時１５分

問 合 せ 先

担当窓口 電話番号

土木監理課（契約・建設業グループ） ０８７－８３２－３５０７

住所

高松市番町四丁目１番10号



土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

００５ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

１１１ ◎ ◎ ◎

２１２ ○ ○ ○

１１３ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

２１４ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

２１５ ○

２１６ ○

１２０ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

２２１ ○ ○

２２２ ○ ○ ○ ○ ○ ○

２２３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

１２７ ◎

２２８ ○

１２９ ◎

２３０ ○

１３１ ◎

２３２ ○

１３３ ◎

２３４ ○

１３７ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

２３８ ○ ○ ○ ○ ○

２３９ ○

１４１ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

１４２ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

１４３ ◎ ◎

１４４ ◎ ◎

１４５ ◎

１４６ ◎ ◎

１４７ ◎ ◎

１４８ ◎ ◎ ◎

１４９ ◎ ◎ ◎

１５０ ◎

１５１ ◎ ◎ ◎

１５２ ◎

１５３ ◎ ◎

１５４ ◎ ◎ ◎

電気工事士法 １５５ ○

１６８ ○

１６９ ○

１７１ ○

１６４ ○ ○

１７２ ○

１５７ ○ ○

１７３ ○

１６６ ○

１７４ ○

１７５ ○

１７６ ○

１７０ ○ ○ ○

１７７ ○

１７８ ○

１７９ ○ ○

１８０ ○

１８１ ○

１８２ ○

１８３ ○

１８４ ○ ○

１８５ ○

１８６ ○

１８７ ○

１８８ ○

１８９ ○

１９０ ○

１９１ ○

１６７ ○

１９２ ○

１９３ ○

１９４ ○

１９５ ○

１９６ ○

１９７ ○

１９８ ○

０４０ ○

０６０ ○

０６４ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

７０３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

７０４ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

能力評価基準により評価が最上位に次ぐ区分に該当する者

ウェルポイント施工（１級）

工場板金（１級）

２級造園施工管理技士

２級建築施工管理技士
種
別

建 築

躯 体

電気電子 ・ 総合技術監理 （電気電子）

機械 ・ 総合技術監理 （機械）

仕 上 げ

１級電気通信工事施工管理技士

能力評価基準により評価が最上位の区分に該当する者

その他

基礎ぐい工事

コード 資格区分

鋼構造物塗装

薬 液 注 入
建
設
業
法
（

技
術
検
定
）

１級建設機械施工管理技士

２級建設機械施工管理技士　（第１種～第６種）

１級土木施工管理技士

１級建築施工管理技士

２級土木施工管理技士
種
別

土 木

１級電気工事施工管理技士

２級電気通信工事施工管理技士

第１種電気工事士

衛生工学 「廃棄物管理」 ・ 総合技術監理 （衛生工学 「廃棄物管理」）

２級電気工事施工管理技士

１級管工事施工管理技士

２級管工事施工管理技士

１級造園施工管理技士

建
築
士

法

１級建築士

２級建築士

木造建築士

技
術
士
法

建設 ・ 総合技術監理（建設）

建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 （建設 「鋼構造及びコンクリート」 ）

農業 「農業土木」 ・ 総合技術監理 （農業 「農業土木」 ）

水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 （水産 「水産土木」）

森林 「林業」 ・ 総合技術監理 （森林 「林業」）

森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 （森林 「森林土木」）

衛生工学 ・ 総合技術監理 （衛生工学）

機械 「流体工学」又は「熱工学」 ・ 総合技術監理 （機械 「流体工学」又は「熱工学」）

上下水道 ・ 総合技術監理 （上下水道）
上下水道 「上水道及び工業用水道」 ・ 総合技術監理 （上下水道 「上水道及び工業用水道」）

衛生工学 「水質管理」 ・ 総合技術監理 （衛生工学 「水質管理」）

消　防　法
甲種 消防設備士

乙種 消防設備士

冷凍空気調和機器施工 ・ 空気調和設備配管（１級）

給排水衛生設備配管（１級）

コンクリート圧送施工（１級）

職
業
能
力
開
発
促
進
法

型枠施工（１級）

板金・建築板金・板金工（１級）

板金・板金工・打出し板金（１級）

タイル張り・タイル張り工（１級）

鉄筋組立て・鉄筋施工（１級）

石工・石材施工・石積み（１級）

噴霧塗装（１級）

さく井（１級）

左官（１級）

とび・とび工（１級）

熱絶縁施工（１級）

建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施工・サッシ施工（１級）

築炉・築炉工・ れんが積み（１級）

ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工（１級）

鉄工・製罐（１級）

金属塗装・金属塗装工（１級）

建築塗装・建築塗装工（１級）

路面標示施工

畳製作 ・ 畳工（１級）
内装仕上げ施工 ・ カーテン施工 ・ 天井仕上げ施工 ・ 床仕上げ施工 ・ 表装 ・ 表具 ・ 表具工（１級） 

技術職員コード表（香川県入札参加資格申請用）
（◎は１級相当、○は２級相当）

建設業の種類

監理技術者を補佐する資格を有する者

解体工事

基幹技能者

造園　（１級）

建築大工（１級）

ガラス施工（１級）

塗装・木工塗装・木工塗装工（１級）

かわらぶき・スレート施工（１級）

建築板金「ダクト板金作業」（１級）

配管・配管工（１級）

防水施工（１級）
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許可年月日

・申請業種の平均完工高要件を確認しましたか。 はい ・ いいえ

④

大臣
コード

Ｃ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ

提出書類・確認書類項番

Ｄ

①

③ 申請営業所調書

申請業種等調書

知事 香川県知事　
4 年

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

0

○ ○ ○ ○ ○ ○

第 0 0 1

○○

② 建設工事入札参加資格審査申請書

Ｉ

4 月 32 3 4 号 0令和3 7

チェックリスト

○ ○

国土交通大臣
許可

チ
ェ
ッ

ク
欄

県
外
・
大
臣
・
法
人
・
県
外
委
任

県
外
・
知
事
・
個
人

県
外
・
大
臣
・
法
人
・
県
内
委
任

県
外
・
大
臣
・
個
人

県
内
・
知
事
・
法
人

県
内
・
知
事
・
個
人

県
外
・
大
臣
・
法
人
・
本
社
の
み

県
内
・
大
臣
・
個
人

県
外
・
知
事
・
法
人

県
内
・
大
臣
・
法
人

Ａ Ｂ Ｊ

0 日

（株）鈴木組

○ ○

✔○ ○ ○ ○ ○ ○

✔○

○ ○ ○ ○ ✔

○ ○ ○

○ ✔⑧

○ ○ ○ ○ ○ ○⑤ 建設業許可を受けていることを証明する書類 ○ ○

⑥ 受任営業所に関する書類

⑦ 納税証明書（国税） ○ ○ ○ ○ ✔○ ○ ○ ○ ○ ○

⑩ 経審結果通知書 ○ ○ ○ ○

⑨ 個人住民税の滞納がない旨の証明書 ○

○

納税証明書（県税） ○ ○ ○ ○

令和８年度香川県建設工事入札参加資格審査申請チェックリスト

申請区分 電子申請　・　書面申請

○ ○ ○○ ○ ○⑭ 返送用封筒

✔○ ○ ○ ○ ○ ○

許可番号

商号・名称

受付日付印

○ ○ ○ ○ ○ ○⑫ 技術評価点数項目等調書（県外業者用）

● ● ●

⑪ 営業所写真 ○

新規

● ●

行政庁記入欄

⑬ 舗装施工管理技術者確認書類 ●

○

○

申請要領「手続フロー②」の提出区分Ａ〜Ｊに該当する項目に

○をしてください。

この欄は記入しないでください。

該当する選択提出区分Ａ〜Ｊについて、事前

にチェックを行ってください。

国土交通大臣許可は００、香川県知事許可は３７、その他の県知事許可は経営規

模等評価結果通知書の△△知事許可○○―□□□□□号の○○を記入

いずれかに○をしてください。

未確認（いいえ）の場合は受付できません。

（凡例）

○・・・提出書類

△・・・該当する事業者のみが提出

●・・・該当がある場合に提示
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建設工事入札参加資格審査申請書（書面申請用） 
追加 ※行政庁記入欄（申請者は記入不可）

令 和 0 8 年 0 1 月 2 6 日

　令和８年度において、香川県で行われる建設工事に係る入札参加資格の審査を申請します。
　なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違しないことを誓約します。
　当社（個人の場合は私、団体の場合は当団体）は、貴職が発注する建設工事の競争入札参加資格審査申請
にあたり、現在及び将来において、香川県建設工事指名停止等措置要領　別表第17号から第21号までに掲げ
る措置要件、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号のいずれにも該当しないこ
とを誓約します。
　この誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても異議はありません。

資格審査申請先の長

殿

ス ズ キ グ ミ
※法人の場合、(株) 、(有)等、法人の種別にフリガナを記入する必要はありません。

（ 株 ） 鈴 木 組
※法人の場合、（株）○○組等と記入し、この場合括弧は全角を使用してください。

1 1 法人  ２個人

※法人の場合は１を、個人の場合は２を記入してください。以下同じ要領

代 表 取 締 役

鈴 木 太 郎

※姓と名を全角１スペース空けてください。

郵便番号 7 6 0 － 8 5 7 0

香 川 県 高 松 市 番 町 4 － 1 － 1 0

TEL 0 8 7 － 8 3 2 － 3 5 0 7 ※例:087-831-1111 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1

1 （ １ 香 川 県 知事 ２国土交通大臣） 第 0 0 1 2 3 4 号 ※許可番号は６桁となるように０を記入してください。

令 和 0 4 年 0 4 月 3 0 日

連絡先部課名 本 社 総 務 部 建 設 第 ２ 課

連絡先担当者名 香 川 建 ※姓と名を全角１スペース空けてください。

連絡先TEL 0 8 7 － 8 3 2 － 3 5 0 7 ※例:087-831-1111 

※行政書士が代行する場合に必要。行政書士が記入してください。 ※姓と名を全角１スペース空けてください。

行政書士名 高 松 次 郎

所在地 香 川 県 高 松 市 林 町 2 2 1 7 － 1 5

TEL 0 8 7 － 8 6 8 － 9 9 0 5 ※例:087-831-1111 

許可番号

 申請区分

新規
受付番号

※この申請内容の全てを説明できる者とします。なお、連絡先部課名は所属営業所名から記入してください。例：本社総務部総務第２課、  大阪支店営業部建設課

商号・名称カナ

※業種追加、般・特両方保有の場合等により、許可年月日が異なる場合は最も古いものを記入

代表者氏名

商号・名称

所 在 地 ※都道府県名から記入してください。県内企業も香川県から記入し、「丁目」「番」「号」については－（ハイフン）を使用してください。また「大字」「字」の表記
は省略し、ビル名も記入する必要はありません。例 香川県高松市番町４－１－１０  以下同じ要領

法人番号

個人事業主の場合は０を１３桁記載してください（０００００００００００００）。

代表者役職

法人・個人

※1桁の場合、01、02等と記入してください。例：令和４年４月30日→令和04年04月30日 年月日の記入については以下同じ要領

許可年月日

申 請 者

香 川 県 知 事

行 政 書 士

担 当 者

法人の種類は次の略号で記入すること（個人事業は略号記入なし）。

（株）：株式会社 （有）：有限会社 （資）：合資会社 （名）：合名会社 （合）：合同会社

（同）：協同組合 （業）：協業組合 （企）：企業組合 （一財）：一般財団法人

（公財）：公益財団法人 （一社）：一般社団法人 （公社）：公益社団法人

代表者役職は次の略号で記入すること。
代表取締役、取締役、無限責任社員、代表社員、代表理事、理事長、
管財人、代表者 ※個人の場合は代表者と記入すること。

これら以外の記載があった場合には、近しい役職に訂正いたします。
例： 代表取締役社長 ⇒ 代表取締役

部課がない業者は、法人の場合は本社又は本店と記入し、

個人の場合は本店と記入してください。

職印

必ず片面コピー！

 12



※行政庁記入欄（申請者は記入不可）

1

郵便番号 7 6 0 － 8 5 7 0 TEL 0 8 7 － 8 3 2 － 3 5 0 7 ※例:087-831-1111 

所 在 地 香 川 県 高 松 市 番 町 4 － 1 － 1 0

支店・営業所カナ
ス ズ キ グ ミ タ カ マ ツ エ イ ギ ョ ウ シ ョ

支店・営業所 （ 株 ） 鈴 木 組 高 松 営 業 所

受任者役職 営 業 所 長

香 川 三 郎

※姓と名を全角１スペース空けてください。以下同じ要領

2

郵便番号 － TEL ※例:087-831-1111 

所 在 地

支店・営業所カナ

支店・営業所

受任者役職

　当社（個人の場合は私、団体の場合は当団体）は、貴職が発注する建設工事の競争入札参加資格審査申請にあたり、
上記の者を代理人と定め、次の事項に関する権限を委任します。

【委任事項】
　１　見積及び入札に関する一切の権限
　２　契約の締結、変更及び解除に関する一切の権限
　３　代金の請求及び受領に関する一切の権限
　４　契約保証に関する一切の権限
　５　その他契約締結に関する一切の権限
　６　前号各号に関する復代理人の選任に関する一切の権限

【委任期間】
　貴自治体が入札参加資格として必要とする最新の名簿（指名競争入札参加資格者名簿等）に登載されている期間

 申請営業所調書（書面申請用）  

営業所(2)

営業所(1)

受任者氏名

受付番号

受任者氏名

※入札参加資格審査申請書の所在地欄と同じ要領で記入してください。

※商号・名称を記入した後、全角１スペース空けて、支店・営業所を記入してください。例：（株）鈴木組　高松営業所

※商号・名称カナを記入した後、全角１スペース空けて、支店・営業所カナを記入してください。例：スズキグミ　タカマツエイギョウショ

※入札参加資格審査申請書の所在地欄と同じ要領で記入してください。

※商号・名称カナを記入した後、全角１スペース空けて、支店・営業所カナを記入してください。例：スズキグミ　タカマツエイギョウショ

※商号・名称を記入した後、全角１スペース空けて、支店・営業所を記入してください。例：（株）鈴木組　高松営業所

営 業 所

受任者役職は「営業所長」、「支店長」等

できるだけ簡潔に記入してください。

県外業者で、契約締結等の権限を委任す
る営業所がある場合のみ提出してください。

［香川県に対して申請する県外業者の方へ］

①香川県の場合、上記権限を委任できる営業所（支店）の数は２つまでとします。
（上限の例１）

本社は直接契約を行わず、土木一式にあっては大阪支店に、建築一式にあっては広島支店に権限を委任する場合
この場合、本様式には大阪支店と広島支店を記入します。

②ただし、本社が一部の申請業種についてのみ営業所に権限を委任する場合は、委任できる営業所数は１つとします。
（上限の例２）

土木一式にあっては本社が直接契約を行い、建築一式にあっては名古屋支店に権限を委任する場合

建設工事の請負に係る見積り・入札・契約締結権限を営業所に委任する場合には、本
様式に、委任する営業所の情報を記入した上、申請業種等調書を作成してください。
営業所に上記権限を委任しない場合、本様式を作成する必要はありませんので、入札
参加資格審査申請書を作成後、申請業種等調書を作成してください。

必ず片面コピー！

（注意）

支店・営業所カナ、支店・営業所については、この記入例のよう
に商号名称を記入した上、全角１スペース空けてから支店・営
業所を記載してください。
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※行政庁記入欄（申請者は記入不可）

（申請業種）

受付番号

営業所名 CD 業 種 名
申請業種

○を記入

高松営業所 建築 ○

高松営業所 土木 ○

とび

左官

大工

屋根

石

管

電気

鋼構

タイル

本社 舗装 ○

鉄筋

板金

浚渫

塗装

ガラス

１円以上

―

内装

防水 ―

―

熱絶

機器 １円以上

―

高松営業所 造園 ○

電通 １円以上

１円以上

建具

さく井

１円以上

―

申請業種等調書 （書面申請用）

清掃

水道

消防

―

―

―

平均完成工事高要件

５００万円以上

解体 １円以上

５００万円以上

―

―

１円以上

―

―

５００万円以上

５００万円以上

―

１円以上

―

５００万円以上

―

―

行政庁記入欄なので記
入しないでください。

「営業所名」の欄は、県外業者であって主たる営業所以外

に申請営業所がある場合に記入してください。
県内業者又は県外業者であって主たる営業所のみが申請
営業所の場合には記入の必要はありません。

申請する業種の欄に○を記入するとともに、左端の営業所名の欄に、その業種に関し、建設工事の請
負に係る見積り・入札・契約締結を行う営業所名（本社を含む。）を記入してください。（同一業種につい
て、営業所間の重複は認められませんので御注意ください。）
これは、舗装については本社が直接契約を行い、土木一式、建築一式、造園については高松営業所
に契約締結権限を委任する場合の申請例です。

必ず片面コピー！

香川県に申請する場合、

★ 土木一式、建築一式、電気、管、舗装にあっては、経営事項審査における平均完成工事高が５００

万円以上必要です。

★ とび、鋼構造物、塗装、機械器具、電気通信、造園、建具、解体にあっては、経営事項審査における

平均完成工事高が１円以上必要です。

経営事項審査における総合評定値通知書の平均完成工事高で御確認ください。

なお、総合評定値通知書が届いていない場合は、経営事項審査の申請時に提出した別紙１工事種類別

完成工事高の欄から平均完成工事高を計算して御確認ください。

平均完成工事高要件を満たさない業種は申請できません。
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※行政庁記入欄（申請者は記入不可）

1 （ １ 知事 ２国土交通大臣） 大臣・知事コード 第 号

経審審査基準日 令 和 0 7 年 0 4 月 3 0 日

1 １有２無 3 人 2 人

※香川県内の営業所で建設業に従事する県内在住の資格者の人数を記入 1級＝１級土木施工管理技士、１級建築士等 

　２級＝監理技術者補佐、登録基幹技能者、２級土木施工管理技士、２級建築士、第１種電気工事士、１級技能士等

　詳細は、申請要領の「技術職員コード表（香川県入札参加資格申請用）」を御確認ください。

別紙様式１－２

受付日付印

１

舗装 １１

浚渫 清掃

８ 消防

鉄筋 水道

鋼構 建具

管

タイル さく井

造園

電気 電通

屋根 熱絶

とび

石 機器

内装

左官 防水

大工 塗装

ガラス

５ 板金土木 ３

建築

許可番号 愛媛県

受　付　番　号

　　　　　　技術評価点数項目等調書（県外業者用）

商号・名称 （株）佐藤組

※審査基準日が令和６年９月１日～令和７年８月31日までのものを記入
してください。

38 １２３４

舗装施工
管理技術者

１級 ２級

県内在住資格者（上記の経審審査基準日時点）県外業者のみ記入する。

業 種 名
県内在住の資格者（人）※

業 種 名
県内在住の資格者（人）※

１級 ２級 １級 ２級

※県外業者が舗装工事を申請する場合、舗装施工管理
技術者（上記経営事項審査基準日に、香川県内の営業
所において建設業に従事する有資格者数）

舗装の
申請

解体

県内在住資格者がいない場合は、「該当な

し」と 記入してください。

無の場合も必ず2を記入してください。

１（有）の場合は、０人の場合も０と記入してください。

２（無）の場合は、記入不要です。
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